

１６歳未満の扶養親族申立書
令和　　年　　月　　日　
広　島　市　長　様
	住　所
	広島市

	受給者氏名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	氏名

（配偶者・扶養義務者）
	


令和６年１２月３１日現在、（　配偶者・扶養義務者　）の扶養親族のうち１６歳未満の者は、次のとおりです。

	年少扶養親族の

氏　名
	続柄
	生 年 月 日
	年　齢

(R6.12.31現在)
	事務使用欄

（記入不要）

	
	
	平成・令和　　年　　月　　日
	歳　
	□年少（ 0～15歳）

	
	
	平成・令和　　年　　月　　日
	歳　
	□年少（ 0～15歳）

	
	
	平成・令和　　年　　月　　日
	歳　
	□年少（ 0～15歳）

	
	
	平成・令和　　年　　月　　日
	歳　
	□年少（ 0～15歳）

	
	
	平成・令和　　年　　月　　日
	歳　
	□年少（ 0～15歳）



※どちらかに○をしてください。





※どちらかに○をしてください。





平成２１年１月２日～令和６年１２月３１日生まれの方を記入してください。





平成２４年度から、税制改正により「年少扶養控除及び１６歳以上１９歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分」が廃止されましたが、この税制改正による影響を受けないよう配慮して所得判定を行います。


ついては、受給者の配偶者または同居している扶養義務者の方が、令和６年１２月３１日現在、１６歳未満の方を扶養している場合は、この申立書を提出してください。この申告書の提出がない場合は、１６歳未満の扶養親族がいらっしゃらないものとして所得判定を行いますので、ご注意ください。


また、配偶者または扶養義務者の方に、それぞれ１６歳未満の扶養親族がいる場合は、それぞれ申立書を提出していただく必要があります。なお、配偶者または扶養義務者の方に、１６歳未満の扶養親族がおられない場合は、この申立書の提出の必要はありません。








この申立書について








（　特別児童扶養手当・特別障害者手当・経過的福祉手当・障害児福祉手当・重度心身障害者介護手当　）

